
第５１号議案

中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則及び中野

区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例施行規則の

一部を改正する規則

上記の議案を提出します。

令和元年（２０１９年）１１月１５日

提出者 中野区教育委員会教育長 入野 貴美子

（提案理由）

臨時的任用職員の病気休暇に係る給与の減額について規定を整備す

る必要がある。



中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則及び中野

区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例施行規則の

一部を改正する規則

（中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則の一部改

正）

第１条 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則（平成

１２年中野区教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。

第１１条第２項を削る。

（中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例施行規則

の一部改正）

第２条 中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例施行

規則（平成２９年中野区教育委員会規則第１３号）の一部を次のよ

うに改正する。

第８条第２項を削る。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行する。



令和元年（２０１９年）１１月１５日
教 育 委 員 会 資 料
教 育 委 員 会 事 務 局 指 導 室

中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則等の一部改正について

１ 改正する規則

⑴ 中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則

⑵ 中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例施行規則

⑶ 中野区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則

⑷ 中野区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則

⑸ 中野区立小学校及び中学校教育職員の期末手当に関する規則

⑹ 中野区立小学校及び中学校教育職員の勤勉手当に関する規則

２ 改正内容

○ １の⑴及び⑵の規則

臨時的に任用された職員が病気休暇を承認され勤務しないときに給与の

減額を行わないこととする。 １の⑴の規則【第１１条第２項関係】

１の⑵の規則【第８条２項関係】

○ １の⑶から⑹までの規則

地方公務員法の改正により、職員が成年被後見人又は被保佐人に該当す

ることによる失職の規定が削除されることに伴う規定整備

※ 詳細は、新旧対照表のとおり。

３ 施行期日

○ １の⑴及び⑵の規則の一部改正 令和２年４月１日

○ １の⑶から⑹までの規則の一部改正 令和元年１２月１４日



【第１条関係】

中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則新旧対照表

【第２条関係】

中野区立小学校及び中学校教育職員の給与に関する条例施行規則新旧対照表

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行する。

改正案 現行

第１条～第１０条 （略） 第１条～第１０条 （略）

第１１条 条例第１９条第１項の教育委員会規則で

定める日数は、次の各号に掲げる休暇について、

当該各号に定める日数とする。

第１１条 条例第１９条第１項の教育委員会規則で

定める日数は、次の各号に掲げる休暇について、

当該各号に定める日数とする。

⑴～⑵ （略） ⑴～⑵ （略）

２ 前項の規定にかかわらず、臨時的に任用された

職員が病気休暇を承認され勤務しないときは、条

例第１９条に規定する給与の減額を行う。

第１２条～第２０条 （略） 第１２条～第２０条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

改正案 現行

第１条～第７条 （略） 第１条～第７条 （略）

第８条 条例第１４条第１項の教育委員会規則で定

める日数は、次の各号に掲げる休暇について、当

該各号に定める日数とする。

第８条 条例第１４条第１項の教育委員会規則で定

める日数は、次の各号に掲げる休暇について、当

該各号に定める日数とする。

⑴～⑵ （略） ⑴～⑵ （略）

２ 前項の規定にかかわらず、臨時的に任用された

職員が病気休暇を承認され勤務しないときは、条

例第１４条に規定する給与の減額を行う。

第９条～第１６条 （略） 第９条～第１６条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）
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【第１条関係】

中野区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則新旧対照表

改正案 現行

第１条 （略） 第１条 （略）

（支給対象外職員） （支給対象外職員）

第２条 条例第２７条第１項前段の教育委員会規

則で定める職員（条例第２８条各号のいずれかに

該当する者を除く。）は、次に掲げる者とする。

第２条 条例第２７条第１項前段の教育委員会規

則で定める職員（条例第２８条各号のいずれかに

該当する者を除く。）は、次に掲げる者とする。

⑴ 条例第２７条第１項に規定する基準日（以下

「基準日」という。）に新たに条例の適用を受

けることとなった職員（次項第４号又は第７条

の適用を受ける職員を除く。）

⑴ 条例第２７条第１項に規定する基準日（以下

「基準日」という。）に新たに条例の適用を受

けることとなった職員（次項第５号又は第７条

の適用を受ける職員を除く。）

⑵～⑿ （略） ⑵～⑿ （略）

２ 条例第２７条第１項後段の教育委員会規則で

定める職員は、次に掲げる者とする。

２ 条例第２７条第１項後段の教育委員会規則で

定める職員は、次に掲げる者とする。

⑴ 退職し、又は死亡した日において前項第２号

から第１２号までの規定のいずれかに該当し

た職員

⑴ 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日に

おいて前項第２号から第１２号までの規定の

いずれかに該当した職員

⑵ （略） ⑵ （略）

⑶ 法第２８条第４項の規定により職を失った

職員（法第１６条第１号に該当して職を失った

職員を除く。）

⑶～⑸ （略） ⑷～⑹ （略）

第３条～第９条 （略） 第３条～第９条 （略）

（給与月額の意義） （給与月額の意義）

第１０条 条例第２７条第２項及びこの規則にお

いて、職員の給与月額とは、次に掲げるものを除

き、当該職員の基準日における給料及び扶養手当

並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額

をいう。

第１０条 条例第２７条第２項及びこの規則にお

いて、職員の給与月額とは、次に掲げるものを除

き、当該職員の基準日における給料及び扶養手当

並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額

をいう。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した

職員については、退職し、又は死亡した日の前

日における給料及び扶養手当並びにこれらに

対する地域手当の月額の合計額

⑵ 基準日前１箇月以内に退職し、若しくは失職

し、又は死亡した職員については、退職し、若

しくは失職し、又は死亡した日の前日における

給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域

手当の月額の合計額

⑶～⑹ （略） ⑶～⑹ （略）

２ （略） ２ （略）
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【第２条関係】

中野区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則新旧対照表

（職務段階等に応じた加算の対象職員及び加算

割合）

（職務段階等に応じた加算の対象職員及び加算

割合）

第１１条 条例第２７条第４項の教育委員会規則

で定める職員の区分は、基準日（基準日前１箇月

以内に退職し、又は死亡した職員については、退

職し、又は死亡した日の前日。以下「基準日等」

という。）における別表第２左欄に掲げる職員の

区分とし、同項の教育委員会規則で定める割合

は、同表左欄に掲げる職員の区分に応じて同表右

欄に定める割合とする。

第１１条 条例第２７条第４項の教育委員会規則

で定める職員の区分は、基準日（基準日前１箇月

以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職

員については、退職し、若しくは失職し、又は死

亡した日の前日。以下「基準日等」という。）に

おける別表第２左欄に掲げる職員の区分とし、同

項の教育委員会規則で定める割合は、同表左欄に

掲げる職員の区分に応じて同表右欄に定める割

合とする。

（給料月額及び地域手当の意義） （給料月額及び地域手当の意義）

第１２条 条例第２７条第４項の給料月額及びこ

れに対する地域手当の月額の合計額とは、次に掲

げるものを除き、当該職員の基準日における給料

及びこれに対する地域手当の月額の合計額をい

う。

第１２条 条例第２７条第４項の給料月額及びこ

れに対する地域手当の月額の合計額とは、次に掲

げるものを除き、当該職員の基準日における給料

及びこれに対する地域手当の月額の合計額をい

う。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した

職員については、退職し、又は死亡した日の前

日における給料及びこれに対する地域手当の

月額の合計額

⑵ 基準日前１箇月以内に退職し、若しくは失職

し、又は死亡した職員については、退職し、若

しくは失職し、又は死亡した日の前日における

給料及びこれに対する地域手当の月額の合計

額

⑶～⑹ （略） ⑶～⑹ （略）

２ （略） ２ （略）

第１３条～第１５条 （略） 第１３条～第１５条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表第１・別表第２ （略） 別表第１・別表第２ （略）

別記第１号様式～別記第４号様式 （略） 別記第１号様式～別記第４号様式 （略）

改正案 現行

第１条 （略） 第１条 （略）

（支給対象外職員） （支給対象外職員）

第２条 条例第３０条第１項前段の教育委員会規

則で定める職員（同条第５項において準用する条

例第２８条各号のいずれかに該当する者を除

く。）は、次に掲げる者とする。

第２条 条例第３０条第１項前段の教育委員会規

則で定める職員（同条第５項において準用する条

例第２８条各号のいずれかに該当する者を除

く。）は、次に掲げる者とする。
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⑴ 条例第３０条第１項に規定する基準日（以下

「基準日」という。）に新たに条例の適用を受

けることとなった職員（次項第４号又は第８条

の規定の適用を受ける者を除く。）

⑴ 条例第３０条第１項に規定する基準日（以下

「基準日」という。）に新たに条例の適用を受

けることとなった職員（次項第５号又は第８条

の規定の適用を受ける者を除く。）

⑵～⑿ （略） ⑵～⑿ （略）

２ 条例第３０条第１項後段の教育委員会規則で

定める職員は、次に掲げる者とする。

２ 条例第３０条第１項後段の教育委員会規則で

定める職員は、次に掲げる者とする。

⑴ 退職し、又は死亡した日において前項第２号

から第１２号までの規定のいずれかに該当し

た職員

⑴ 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日に

おいて前項第２号から第１２号までの規定の

いずれかに該当した職員

⑵ （略） ⑵ （略）

⑶ 法第２８条第４項の規定により職を失った

職員（法第１６条第１号に該当して職を失った

職員を除く。）

⑶～⑸ （略） ⑷～⑹ （略）

第３条～第９条 （略） 第３条～第９条 （略）

（勤勉手当基礎額の意義） （勤勉手当基礎額の意義）

第９条の２ 条例第３０条第２項及びこの規則に

おいて、職員の勤勉手当基礎額とは、次に掲げる

ものを除き、当該職員の基準日における給料及び

これに対する地域手当の月額の合計額をいう。

第９条の２ 条例第３０条第２項及びこの規則に

おいて、職員の勤勉手当基礎額とは、次に掲げる

ものを除き、当該職員の基準日における給料及び

これに対する地域手当の月額の合計額をいう。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した

職員については、退職し、又は死亡した日の前

日における給料及びこれに対する地域手当の

月額の合計額

⑵ 基準日前１箇月以内に退職し、若しくは失職

し、又は死亡した職員については、退職し、若

しくは失職し、又は死亡した日の前日における

給料及びこれに対する地域手当の月額の合計

額

⑶～⑸ （略） ⑶～⑸ （略）

２ （略） ２ （略）

（給与月額の意義） （給与月額の意義）

第１０条 条例第３０条第２項及びこの規則にお

いて、職員の給与月額とは、次に掲げるものを除

き、当該職員の基準日における給料及び扶養手当

並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額

をいう。

第１０条 条例第３０条第２項及びこの規則にお

いて、職員の給与月額とは、次に掲げるものを除

き、当該職員の基準日における給料及び扶養手当

並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額

をいう。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した

職員については、退職し、又は死亡した日の前

⑵ 基準日前１箇月以内に退職し、若しくは失職

し、又は死亡した職員については、退職し、若



4/7

【第３条関係】

中野区立小学校及び中学校教育職員の期末手当に関する規則新旧対照表

日における給科及び扶養手当並びにこれらに

対する地域手当の月額の合計額

しくは失職し、又は死亡した日の前日における

給科及び扶養手当並びにこれらに対する地域

手当の月額の合計額

⑶～⑸ （略） ⑶～⑸ （略）

２ （略） ２ （略）

（職務段階等に応じた加算の対象職員及び加算

割合）

（職務段階等に応じた加算の対象職員及び加算

割合）

第１１条 条例第３０条第４項の教育委員会規則

で定める職員の区分は、基準日（基準日前１箇月

以内に退職し、又は死亡した職員については、退

職し、又は死亡した日の前日）における別表第３

左欄に掲げる職員の区分とし、同項の教育委員会

規則で定める割合は、同表左欄に掲げる職員の区

分に応じ、同表右欄に定める割合とする。

第１１条 条例第３０条第４項の教育委員会規則

で定める職員の区分は、基準日（基準日前１箇月

以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職

員については、退職し、若しくは失職し、又は死

亡した日の前日）における別表第３左欄に掲げる

職員の区分とし、同項の教育委員会規則で定める

割合は、同表左欄に掲げる職員の区分に応じ、同

表右欄に定める割合とする。

（給料月額及び地域手当の意義） （給料月額及び地域手当の意義）

第１２条 条例第３０条第４項の給料月額及びこ

れに対する地域手当の月額の合計額とは、次に掲

げるものを除き、当該職員の基準日における給料

及びこれに対する地域手当の月額の合計額をい

う。

第１２条 条例第３０条第４項の給料月額及びこ

れに対する地域手当の月額の合計額とは、次に掲

げるものを除き、当該職員の基準日における給料

及びこれに対する地域手当の月額の合計額をい

う。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 基準日前１箇月以内に退職し、若しくは失職

し、又は死亡した職員については、退職し、若

しくは失職し、又は死亡した日の前日における

給料及びこれに対する地域手当の月額の合計

額

⑵ 基準日前１箇月以内に退職し、若しくは失職

し、又は死亡した職員については、退職し、若

しくは失職し、又は死亡した日の前日における

給料及びこれに対する地域手当の月額の合計

額

⑶～⑸ （略） ⑶～⑸ （略）

２ （略） ２ （略）

第１３条～第１５条（略） 第１３条～第１５条（略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表第１～別表第３ （略） 別表第１～別表第３ （略）

改正案 現行

第１条 （略） 第１条 （略）

（支給対象外職員） （支給対象外職員）

第２条 条例第２０条第１項前段の教育委員会規 第２条 条例第２０条第１項前段の教育委員会規
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【第４条関係】

中野区立小学校及び中学校教育職員の勤勉手当に関する規則新旧対照表

則で定める職員（条例第２１条各号のいずれかに

該当する者を除く。）は、次に掲げる者とする。

則で定める職員（条例第２１条各号のいずれかに

該当する者を除く。）は、次に掲げる者とする。

⑴ 条例第２０条第１項に規定する基準日（以下

「基準日」という。）に新たに条例の適用を受

けることとなった職員（次項第４号又は第７条

の適用を受ける職員を除く。）

⑴ 条例第２０条第１項に規定する基準日（以下

「基準日」という。）に新たに条例の適用を受

けることとなった職員（次項第５号又は第７条

の適用を受ける職員を除く。）

⑵～⑼ （略） ⑵～⑼ （略）

２ 条例第２０条第１項後段の教育委員会規則で

定める職員は、次に掲げる者とする。

２ 条例第２０条第１項後段の教育委員会規則で

定める職員は、次に掲げる者とする。

⑴ 退職し、又は死亡した日において前項第２号

から第９号までの規定のいずれかに該当した

職員

⑴ 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日に

おいて前項第２号から第９号までの規定のい

ずれかに該当した職員

⑵ （略） ⑵ （略）

⑶ 法第２８条第４項の規定により職を失った

職員（法第１６条第１号に該当して職を失った

職員を除く。）

⑶～⑸ （略） ⑷～⑹ （略）

第３条～第９条 （略） 第３条～第９条 （略）

第１０条 条例第２０条第２項及びこの規則にお

いて、職員の給与月額とは、次に掲げるものを除

き、当該職員の基準日における給料及びこれに対

する地域手当の月額の合計額をいう。

第１０条 条例第２０条第２項及びこの規則にお

いて、職員の給与月額とは、次に掲げるものを除

き、当該職員の基準日における給料及びこれに対

する地域手当の月額の合計額をいう。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 基準日前１か月以内に退職し、又は死亡した

職員については、退職し、又は死亡した日の前

日における給料及びこれに対する地域手当の

月額の合計額

⑵ 基準日前１か月以内に退職し、若しくは失職

し、又は死亡した職員については、退職し、若

しくは失職し、又は死亡した日の前日における

給料及びこれに対する地域手当の月額の合計

額

⑶～⑸ （略） ⑶～⑸ （略）

第１１条～第１３条 （略） 第１１条～第１３条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表 （略） 別表 （略）

別記第１号様式～別記第４号様式 （略） 別記第１号様式～別記第４号様式 （略）

改正案 現行

第１条 （略） 第１条 （略）

（支給対象外職員） （支給対象外職員）



6/7

第２条 条例第２３条第１項前段の教育委員会規

則で定める職員（同条第３項において準用する条

例第２１条各号のいずれかに該当する者を除

く。）は、次に掲げる者とする。

第２条 条例第２３条第１項前段の教育委員会規

則で定める職員（同条第３項において準用する条

例第２１条各号のいずれかに該当する者を除

く。）は、次に掲げる者とする。

⑴ 条例第２３条第１項に規定する基準日（以下

「基準日」という。）に新たに条例の適用を受

けることとなった職員（次項第４号又は第８条

の規定の適用を受ける者を除く。）

⑴ 条例第２３条第１項に規定する基準日（以下

「基準日」という。）に新たに条例の適用を受

けることとなった職員（次項第５号又は第８条

の規定の適用を受ける者を除く。）

⑵～⑼ （略） ⑵～⑼ （略）

２ 条例第２３条第１項後段の教育委員会規則で

定める職員は、次に掲げる者とする。

２ 条例第２３条第１項後段の教育委員会規則で

定める職員は、次に掲げる者とする。

⑴ 退職し、又は死亡した日において前項第２号

から第９号までの規定のいずれかに該当した

職員

⑴ 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日に

おいて前項第２号から第９号までの規定のい

ずれかに該当した職員

⑵ （略） ⑵ （略）

⑶ 法第２８条第４項の規定により職を失った

職員（法第１６条第１号に該当して職を失った

職員を除く。）

⑶～⑸ （略） ⑷～⑹ （略）

第３条～第９条 （略） 第３条～第９条 （略）

（勤勉手当基礎額の意義） （勤勉手当基礎額の意義）

第１０条 条例第２３条第２項及びこの規則にお

いて、職員の勤勉手当基礎額とは、次に掲げるも

のを除き、当該職員の基準日における給料及びこ

れに対する地域手当の月額の合計額をいう。

第１０条 条例第２３条第２項及びこの規則にお

いて、職員の勤勉手当基礎額とは、次に掲げるも

のを除き、当該職員の基準日における給料及びこ

れに対する地域手当の月額の合計額をいう。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 基準日前１か月以内に退職し、又は死亡した

職員については、退職し、又は死亡した日の前

日における給料及びこれに対する地域手当の

月額の合計額

⑵ 基準日前１か月以内に退職し、若しくは失職

し、又は死亡した職員については、退職し、若

しくは失職し、又は死亡した日の前日における

給料及びこれに対する地域手当の月額の合計

額

⑶～⑸ （略） ⑶～⑸ （略）

（給与月額の意義） （給与月額の意義）

第１１条 条例第２３条第２項及びこの規則にお

いて、職員の給与月額とは、次に掲げるものを除

き、当該職員の基準日における給料及びこれに対

する地域手当の月額の合計額をいう。

第１１条 条例第２３条第２項及びこの規則にお

いて、職員の給与月額とは、次に掲げるものを除

き、当該職員の基準日における給料及びこれに対

する地域手当の月額の合計額をいう。

⑴ （略） ⑴ （略）
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附 則

この規則は、令和元年１２月１４日から施行する。

⑵ 基準日前１か月以内に退職し、若しくは失職

し、又は死亡した職員については、退職し、又

は死亡した日の前日における給科及びこれに

対する地域手当の月額の合計額

⑵ 基準日前１か月以内に退職し、若しくは失職

し、又は死亡した職員については、退職し、若

しくは失職し、又は死亡した日の前日における

給科及びこれに対する地域手当の月額の合計

額

⑶～⑸ （略） ⑶～⑸ （略）

第１２条～第１４条 （略） 第１２条～第１４条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表第１・別表第２ （略） 別表第１・別表第２ （略）


